
「北上川上流国有林の森林計画に関する住民懇談会」の概要について 
 

東北森林管理局では、令和７年度に令和８年４月を始期とする「北上川上流森林計画区の地

域管理経営計画」等を策定することとしております。 

今般、盛岡森林管理署では住民参加の森林づくりを進める一環として、地域の皆様からのご

意見・ご要望をお伺いする「北上川上流国有林の森林計画に関する住民懇談会」を下記のとお

り開催しました。 

今後は、いただいたご意見等を参考に地域管理経営計画等の策定を進めてまいります。 

 

 

 

 

記 

（１） 開催日時 

令和６年１１月２８日（木曜日）13:30～16:00 

 

（２）開催場所 

岩手県盛岡市  アイーナいわて県民情報交流センター 5F 501 号室 

 

（３）主催 

林野庁 東北森林管理局 盛岡森林管理署 

 

（４）出席者  

     森林計画に関する検討会委員２名、 

一般公募参加者６名、 

岩手県及び管内市町担当者６名、 

東北森林管理局・盛岡森林管理署職員 18名    計 32 名 

 



（５）主な意見等 

【次期計画での取組に関する意見】 

・ 素材生産は機械化が進んでいるが、造林はなかなか機械化が定着していないので、造林

事業の機械化について促進、加速化してもらいたい。 

・ 主伐期の人工林をどんどん伐採すれば、伐採した後の造林が追いつかない心配がある

ので、次世代に森林を残すことを考えた計画作りをした方が良いのではないか。 

・ これまでに締結された森林整備推進協定に基づく取組状況について、情報発信をお願

いしたい。 

・ 国有林での取組は、民有林・公有林での取組を進める上で、参考になるので、今後も情

報共有をお願いしたい。 

【森林病虫獣害対策に関する意見】 

・ クマの剥皮によるスギの枯死被害が増えてきており、対策を進めてほしい。 

・  造林地での二ホンジカによる被害が結構見られるので、計画の中で対策をしっかりし

てほしい。 

・ マツノザイセンチュウは検出されていないが、マツ枯損木の本数が増えてきているの

で、連携して情報共有と対策をお願いしたい。 

【森林環境教育、担い手育成に関する意見】 

・ 森林環境教育について、高校性、大学生への取組は評価できるが、もう少し幅を広げて

小中学生に対する取組を進めてはどうか。  

・ 担い手確保に向けて、国、県、市町村が連携して良い取組を続けてほしい。 

 

（６）当日資料 

森林計画制度と多様な森林づくりの推進について（東北森林管理局） 

北上川上流国有林の森林計画に関する住民懇談会（東北森林管理局盛岡森林管理署） 

 

 



地域管理経営計画の策定に係る
住民懇談会の開催について

東北森林管理局計画課
令和６年11月28日

北上川上流森林計画区 住民懇談会説明資料



１．森林計画制度の体系 １

市町村長

市町村森林整備計画

５年ごとにたてる10年計画

農林水産大臣

国有林野の管理経営に関する基本計画

５年ごとに定める10年計画

森林管理局長

地域管理経営計画

５年ごとに定める５年計画

森林管理局長

国有林野施業実施計画

５年ごとに定める５年計画

即して

即して 即して

適合して

調整

即して

調和して

調和して

森林所有者

森林経営計画

５年ごとに作成する５年計画

都道府県知事

地域森林計画

５年ごとにたてる10年計画

国有林野の管理経営に関する法律

農林水産大臣

全国森林計画

５年ごとにたてる15年計画

森林・林業基本法

森林・林業基本計画

即して

政府

おおむね５年ごとに定める長期間を見通した計画

森林法

即して

国有林野
管理経営規程

適合して

森林管理局長

国有林の地域別の森林計画

５年ごとにたてる10年計画



２．地域管理経営計画と国有林野施業実施計画

地域管理経営計画（地管計画）

管理経営基本計画に即して、国有林野の管理経営に関する基本的な事項や維持及び
保存、林産物の供給、国有林野の活用に関する事項等について定めています。
（附属資料：管理経営の指針）

５年に１度、森林管理局長が策定します。

国有林野施業実施計画（施実計画）

国有林の地域別の森林計画及び地域管理経営計画に即して、国有林野の区画の名称
及び区域、機能類型別の区域、伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及
び更新量、保護林・緑の回廊等について箇所別に定めています。

５年に１度、森林管理局長が策定します。

即して

国有林野の管理経営に関する基本計画（基本計画）
５年に１度、農林水産大臣が策定する計画で、新たな基本計画は令和5年12月に策定されました。
（新たな基本計画の詳細は3,４P）

即して

２



４．新たな管理経営基本計画について(１)

令和５年12月22日策定資料から抜粋

全体構成と主要記載事項
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令和５年12月22日策定資料から抜粋

全体構成と主要記載事項

４．新たな管理経営基本計画について(２)
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５．地域管理経営計画での対応について

地管計画
（R5策定）新たな管理経営基本計画の主要記載事項

〇１（１）花粉症対策の加速化

〇１（１）国土強靭化基本計画に基づく治山対策

〇１（１）路網の強靭化・長寿命化

〇１（１）30by30目標の達成に向けた生物多様性保全の取組

〇１（２）「新しい林業」の実現に向けた技術開発・実証と民有林への普及

〇１（２）複数年契約等を活用した林業事業体の育成

〇２ 生息状況等を踏まえた効果的かつ効率的な捕獲等による鳥獣被害対策

〇３ 樹木採取権制度の適切な活用

〇
４ 国土保全等への配慮と地域の意向を踏まえた再生可能エネルギー発電事業

への適切な対応

〇６ 森林GISやドローン等を活用した業務の効率化

△７ 海岸防災林の再生等の東日本大震災からの復旧・復興への貢献

• 昨年度策定した地域管理経営計画では、令和５年12月に策定された管理経営基本計画で新たに追加
された記載事項が反映されています。

※△は該当計画区のみ反映
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地域管理経営計画
国有林野施業実施計画

日程

（策定前年度）
11月28日

（策定年度）
４月

12月

１月

２月

３月
森林計画等に関する検討会（局）

計画策定

公告・縦覧（局・署）

署長意見書作成（署→局）

６．地域管理経営計画等の策定までのスケジュール

日常の業務を通じ
て地元自治体や関
係団体等の意見を
把握。

住民懇談会

多様な関係者が一
堂に会する場で意
見を把握。

署長意見書

署長意見書は、管轄区域の国
有林野に係る自然的条件及び
地域住民等からの社会的要請
や地域の経済条件を踏まえ、
地管計画の記載事項ごとに、
意見及び要望を総括的に取り
まとめの上、作成するもので
す。

今回の住民懇談会でいただい
たご意見も踏まえ、地管計画
等へどのように反映させるか
を検討し、森林管理局長へ意
見書として策定年度に提出し
ます。

森林計画等に関する検討会

３月上旬に森林計画等に関す
る検討会を開催し、学識経験
者から計画書(案)についてご
意見をいただきます。ここで
承認された計画書(案)を踏ま
え、局長が森林計画を策定し、
３月下旬に計画書としてホー
ムページ上で公表します。
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７．国有林に対する地域ニーズ

① 国有林材の安定的供給、木材の循環利用のためにも平準化されるよう次期計画を策定していただきたい。
（三八上北計画区）

② 管内人工林の齢級構成の平準化、CO２対策や自然災害への備えのために再造林を積極的に実施していただ
きたい。（三八上北計画区）

③ 鳥獣害対策を適切に実施していただきたい。
（大槌・気仙川計画区）

④ 森林環境教育のZORING（環境教育のカードゲーム）について、市内の学校への紹介を推進していただきたい。
（大槌・気仙川計画区）

⑤ 今の子供たちは森林に親しむ機会が少ないので、学校と協力し、森林に興味・関心を持つような森づくりに取り
組んでいただきたい。 （雄物川計画区）

⑥ 林業体験活動では、参加者の声を聴き、地域の実情にあった取組を行っていただきたい。
（雄物川計画区）

⑦ 木材の生産体制を強化していくため、民有林と国有林が連携して共同施業団地の設定等を進めていただきたい。
（最上村山計画）

⑧ 蔵王のオオシラビソ林の再生に向け、森林管理局・森林管理署もこれまでどおりしっかり協力していただきたい。
（最上村山計画）

昨年の住民懇談会での主な地域ニーズ
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具体の検討内容（例）
署長意見書の作成に当たってのポイント

（数字は前ページに記載した該当する意見番号）

• 自然条件・社会条件に基づくゾーニング（施業群の変更）※

特に育成単層林のうち、急傾斜、林地生産力の低い森林を

育成複層林へ誘導

• 通常伐期や長伐期など多様な伐期による伐採

• 皆伐面積の縮小・分散化（皆伐箇所はおおむね５ha以下）

※国有林野における基本的なゾーニングのポイントは、9,10P

森林資源の充実と公益的機能の発揮を図りながら

資源の循環利用を推進する施業計画 （①、②）

被害先端地域において国有林も積極的に対策を講じる民国連携した病虫獣害の対策（③、⑧）

学校、県、市町村、企業、ボランティア等と連携した森林環境教育

の推進
森林環境教育への取組（④、⑤）

フィールドの提供や森林づくり協定締結に必要な助言・技術指導等

の支援
国民の参加による森林整備 （⑥）

民有林と連携した路網の整備、計画的な間伐等への取組民有林と連携した施業（⑦）

８．署長意見書の作成にあたっての検討の観点
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利用

希少な生物が生育・生息する森林など
属地的に生物多様性保全機能の発揮
が求められる森林

森林・林業基本計画（令和３年６月15日閣議決定）を基に作成

天然生林

９．多様な森林づくりを考慮したゾーニングの考え方(１)

育成

伐採植栽

現況が育成単層林となっている
森林のうち、林地生産力が比較
的高く、かつ、傾斜が緩やかな
場所に位置するもの

育成複層林

・急傾斜の森林
・林地生産力が低く公益的機能
の発揮のため継続的な育成管
理が必要なその他の森林

育成単層林
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９．多様な森林づくりを考慮したゾーニングの考え方(２)
○ 路網に近接する人工林は経済林として循環利用

○ 人工林の伐採の際に有用広葉樹も併せて利用

○ 急傾斜地や林地生産力が低い林分、沢沿いの林分については、将来的に針広混交林へ誘導

○ 必要に応じ、猛禽類に配慮した施業及び病虫獣害対策の実施

伐採後確実な造林
（育成単層林の維持、
皆伐５ha以下）

広葉樹林

広葉樹林

スギ等人工林

針広混交林へ誘導 沢筋に保護樹帯設置

沢沿いは間伐を繰り返し、
針広混交林へ誘導

←路網

人工林伐採に併せた
広葉樹の利用

渓畔林は適切に保全
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【参考１】 東北森林管理局管内の計画樹立サイクル

令和10
年度

令和９
年度

令和８
年度

令和７
年度

令和６

年度
森林計画区県

〇津軽

青
森

〇東青

〇下北

〇三八上北

〇馬淵川上流

岩
手

〇久慈・閉伊川

〇大槌・気仙川

〇北上川上流

〇北上川中流

〇宮城北部宮
城 〇宮城南部

〇米代川
秋
田

〇雄物川

〇子吉川

〇庄内

山
形

〇最上村山

〇置賜

北上川中流

米代川

庄 内

最上村山
宮城北部

馬淵川上流

雄物川

大槌・気仙川

計画区名（R７樹立）

計画区名

下 北

三八上北

東 青

津 軽

北上川上流
久慈・閉伊川

子吉川

宮城南部
置 賜
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人工林

530.82 

32%

天然林

996.20 

61%

その他

120.38 

7%

スギ
82,566 

31%

ブナ
60,779 

23%

カラマツ
16,379 

6%

ヒバ
14,643 

5%

アカマツ
14,054 

5%

ナラ類
9,193 

3%

その他

針葉樹

5,819 
2%

その他

広葉樹

67,902 
25%

人工林、天然林別面積(千ha)

齢級構成

【参考２】 東北森林管理局管内の森林の現況

(千ha)

(齢級)

40
以
上

国有林野
1647.40

(千ha)

国有林野
271,336

(千m3)

樹種別材積(千m3)

※令和６年４月１日時点
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人工林 天然林
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●基本的な考え方

我が国の森林は、戦後に造成された人工林が全体の約４割を占め、その多くが資源として

利用可能な段階を迎えている。このため、森林資源の充実と公益的機能の発揮を図りながら

循環的に利用していく。具体的には、自然的・社会的条件を勘案しつつ、現況が育成単層林

のうち、林業に適した場所に位置する森林はこれを維持する一方で、それ以外は育成複層林

化を図る。あわせて、天然生林を適切に維持することなどにより、一定の広がりにおいて

様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置された望ましい森林の姿へと

誘導する。

森林・林業基本計画 （令和３年６月閣議決定）

【参考３】 森林の誘導の考え方 13



【参考４】 人工林における施業体系

現存する
人工林

長伐期施業

育成複層林施業

通常伐期施業

将来的に天然生林へ誘導
（渓流沿い等の保護樹帯、林地生産力が低い森林等）

育成複層林施業
天然生林施業

将来にわたって
人工林として管理

スギ・カラマツ等施業群

スギ・カラマツ等長伐期施業群

植栽型複層林施業群

天然更新型複層林誘導施業群
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【参考５】 人工林における施業

自然散布の種子の発芽・生育等、
天然力により成立させ維持する施業

樹齢・樹冠層が複数の森林として
人為により成立させ維持する施業

育成単層林へ導くための施業

樹齢・樹冠層が単一の森林として
人為により成立させ維持する施業

育成複層林へ導くための施業

天然生林へ導くための施業
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